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回答等意見・質問

１．令和７年度資材価格実態調査業務

３．令和７年度糸満地区-7.0m泊地（残土処
理護岸）地盤改良工事

一般論、具体論のレベルはあると思うが、本
業務はＪＶ（Joint Venture：共同企業体）に
応札されている。JVには良い面、悪い面の
両方があると思うがどのように受け止めて
いるか。

本業務は隠岐海峡地区整備効果等検証業
務ということで、この業務内容が隠岐海峡に
特価したものであるとすれば、一者応札に
係る改善策が必要ないという考えもあると思
うが如何か。

本業務は、３者のＪＶ（Joint Venture：共同
企業体）により実施されている。本業務の
内容は高度な専門性を要する項目で構成
されているため、１者では実施が難しく、そ
れぞれの業者の得意な分野を分担しなが
ら実施している状況。各項目は互いに関連
する内容のため、分割発注が困難である
ので１本で発注している。本業務は何年間
も継続して実施する業務ではなく単年で実
施する内容であるため、その時期に応札で
きる者が結果的にＪＶで実施したものと受
け止めている。

マウンド礁は隠岐海峡地区以外でも整備し
ているほか、今後、新しい地区で整備を実
施する可能性もあるので、本業務のような
マウンド礁の効果を分析する業務を発注
する際には、本業務での改善策を活かして
まいりたい。

２．令和７年度隠岐海峡地区整備効果等検
証業務

本業務は、どのような事業、目的を持ってい
る企業、法人が対象になってくるのか。

そのような企業などは世の中には割とたくさ
んあるが、なかなかこの事業に興味を持っ
てもらえないのか。改善策は技術者の人員
確保なのか。

応札をしなかった社へのアンケート結果をみ
ると人員が足りないという回答があったが、
例えば業務の量自体を少し減らすということ
は可能なのか。調査項目を少し減らすとか、
そういった面で少し業務の量自体を軽減す
るような方向性というのはあり得るのか。

本業の目的自体が公共工事の積算書の
作成に必要な単価を調査するものとなって
いる。建設資材の単価については出版さ
れている本から拾えるが、拾えないものに
ついて調査が必要になる。このため、例え
ば建設の物価の本を出版している業務を
行っている企業などが対象になる。

特殊な業務なので、入札する企業等は限
られると推測している。毎年発注する業務
であるため、本件業務に興味を持ちそうな
企業は承知していると思うが、ほかの公共
事業などを発注する省庁、官公庁と発注
の時期がかぶると技術者が確保できない
ところがあると思うので、できるだけ早めに
公示し、先に応札してもらうというような工
夫しかできないと思っている。

実際に必要になるのかどうか分からないと
いう単価はあるが、やはり工事の契約変更
などの不測の事態に備えて毎月必要にな
る単価があるため、大幅に業務の量を減ら
すことは難しい。



そういう意味では、本業務にとどまらない広
く共通の課題になり得るものだと思うが、水
産工学士の資格を積極的に多くの者に取得
いただくような宣伝はできないか。比較的取
得しやすい資格だから是非取ってほしいと
いう資格が知られていないのか。

調べたところでは全国に7,700人くらい取得
している資格で、そんなに知られていない
わけではないかと思っている。また、一般
社団法人等が資格試験を実施しており、国
があえて宣伝するのかという部分もあるた
め、共催している者に頑張っていただくも
のと考えている。

一般的な工事との認識。例えば、従来は
海上の作業船は２隻程度確保できていた
が１隻しか確保できないなど、海上の作業
船を他の工事に取られている状況であり、
海上の工事については今特殊な時期であ
るという認識はしている。
他の受注というのは必ずしも海上工事では
なく、陸上も含めての影響と捉えている。や
はり年度途中の発注になると、案件を抱え
ている建設会社も多いため、総体的に応
札してもらうことが厳しくなるとは考えてい
る。そういう意味では、年度当初とかに契
約が結べるような形で発注をするのが一
番良い手法であろうと考えている。

まず、水産工学士保有者（施工環境管理
者）の関係であるが、それほど取得するの
は難しくなく、講習を受講すればほぼ取得
できるもので、ここは業者に頑張って取得
していただきたいと思っている。要件緩和
については、総合評価の配置予定の技術
者の能力という要件があるが、今回のアン
ケート結果では、高い評価点を取れないか
ら手を挙げなかったと考えており、配点を
下げる（緩和する）というよりは、業者側の
努力で何とかなるという部分もある。安易
に要件緩和をしてと施工能力が低い者が
落札する可能性もあるため、工事の今後
の発注状況を見ながら検討していくべき課
題ではなかろうかと捉えている。

一者応札の改善策として、調達ポータル等
から他官庁の類似案件等を参照し、メール
等により周知を図るとあるが、この手法につ
いては他の様々な業種にも通用するような
ものなのか。汎用的な燃料のようなものに
は、特にこのような改善策がよいということ
なのか。

過去３年間の入札契約の状況を見ると昨年
は入札実績なしというのは、昨年は全然船
が動かなかったということなのか、なぜ入札
が行われなかったのか。

公船の運航に係る案件を拝見し、入札説
明書をダウンロードした業者があれば、ピ
ンポイントでその業者が興味を持っている
ことが分かるので、入札参加者の裾野を広
げるという意味でもＰＲする必要があると思
い記載した。また、僻地の港になると、対
応可能な業者も自然と限られてくるので、
そこから新規参入者を開拓していくという
のも難しいが、他の地区の重油調達案件
では１年ほど１者応札が継続していたが、
今年度に入ってから理由は定かではない
が、３者、４者と入札する業者が増えてきて
いるので、ＰＲについては継続していく必要
があると認識している。

水産庁で保有する取締船は、昼夜問わず
１年365日動いている。計画に基づいて動
いているため、計画上、令和６年８月に北
海道の港に寄港して燃料を積むような予
定がない場合は調達案件として上がってこ
ないため、入札も行われない。

４．8月分　北海道地区　軽油　120KL

本業務は、特殊性が高いものではなく、一
般的な土木工事のようなものと認識するが、
やはり一者応札になるということは、社会情
勢的に例えば建築については非常にニーズ
が多い中では、ほかの仕事に手が取られて
いるという状況も考えられるが、このような
内容の工事は需要が全国的に多いのか。
一者応札に係るアンケート結果にも、他の
受注案件を抱えている旨の記載があること
を踏まえると改善は難しいのか。

本業務の説明書の受領者が多いため、もう
少し何か改善すれば応札者が増えそうだと
いう期待もするが、例えば要件の緩和をす
るということは改善策として考えられるの
か。
　例えば、若手技術者が要件になっているよ
うだが、この若手の定義を少し緩和すると
か、一者応札に係るアンケート結果にも書
かれているが水産工学士保有者の配置の
要件があるが、そのようなところの要件の緩
和を少し検討するということはあり得るの
か。



アンケートに回答いただいた中では、やは
り時期的に人員の確保が難しいというよう
なところが多かった。

入札説明書の受領者に関しては、これまで
なじみがないような者もダウンロードしてい
た。取りあえず入札説明書だけでも見てみ
ようという者もかなりいたのではないかと
思っている。その中で先ほど御指摘があっ
たとおり、シンポジウムなどの準備作業な
どが基本的な業務になるので、ノウハウが
あればある程度実施できる業務内容であ
るが、優良なモデル地区での勉強会など、
ある程度の現場との付き合いや知識がな
いと漁村に入っていくというところは難しい
という点も若干あったと思っている。漁港漁
村というのは限定的なテーマであるため、
そこに慣れた業者が絞られ、更に人員確
保できるというところで１者応札になったと
思っている。

新規の案件であったため、入札説明書だ
けでも見てみようかと思った業者は多くい
たと思う。一方で、やはり業務内容が強靱
化ということである程度経験がないと難し
いということも若干あったと考えている。

毎年、３年計画で入札を掛けているような
業務であれば、同じ業務名が３年間続くこ
とになり、１年目の業務を落札できていな
ければ２年目も１年目と同じ者の方が内容
を理解しているため落札しやすい、あるい
は業務を実施しやすいため、新規の者は
手を挙げづらいというように考える可能性
はある。今回は特にこれまでにはないタイ
トルで、継続して実施されてきていないよう
なテーマだったので、新規に検討しようか
と考えた業者が多かったと思っている。

昨年度が入札なし、さらに一昨年とその前
の金額に大きな差がある。例えば北海道に
拠点を持っている会社にとっては、年によっ
てそこそこ金額が大きかったり、月によって
は有ったり無かったりと波が大きいと発注し
にくいようなことはないのか。

取締用船が所属する各漁業調整事務所や
官船からの要望が毎月定められた時期に
上がってくるが、これらを集約する形で入
札に付すので、入札はこれらの要望次第と
なる。

本業務の内容は、シンポジウムのようなも
のを２回ほど開催するというものかと思う
が、そうなると会議の準備作業などに慣れ
ていればできる業務だと思うが、やはり入札
開始時期が遅いと思う。ご認識のとおり、も
う少し入札開始時期を早めるというのは妥
当な改善策だと思う。また似たような事業が
あれば是非反映していただきたいと思う。

入札説明書の受領者がかなり多いと思う
が、多かったという理由、また、結局は１者
応札になったということとのギャップ、その二
つについてどのように捉えているか。

６．令和７年度水産基盤整備調査委託事業
「漁業集落排水施設における強靭化対策検
討調査」

７．10月分　山陰地区　重油　190KL

本業務の入札説明書の受領者が多かった。
まず受領者が多かったことは肯定的に評価
すべきだと思うが、この案件について多かっ
たというのはどんな理由が考えられるのか。

新しい案件はかなりの注目を最初は浴びる
のか。

５．令和７年度水産基盤整備調査委託事業
「漁港施設等活用事業の促進に向けた普
及・効果検討調査」



　特になし　　　　　

事務局：水産庁漁政部漁政課 政策評価班

〔これらに対し部局長が講じた措置〕

 委員会による意見の具申又は勧告の内容　

本件では山陰地区で給油可能な業者を探
すということになるが、日本全国いずれの港
でも十分に給油体制は整っているのか。地
区によっては業者を探しづらいというような
ことはあるのか。

立地によってと言うよりも、やはり応札する
業者が全国規模で販路を持っているの
か、あるいは特定の地域に特化した地場
の業者であるのかまちまちであるため、そ
のようなところに左右される部分が大きい
のではないかと理解している。


